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優
先
株
主
と
普
通
株
主
の
利
害
調
整

は
じ
め
に

　
米
国
の
伝
統
的
な
会
社
法
理
論
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
の
経

営
者
は
主
と
し
て
株
主
に
対
し
て
信
認
義
務
を
負
う
と
さ
れ
て

（
1
）

い
る
。
こ
こ
で
は
経
営
者
は
も
っ
ぱ
ら
株
主
の
利
益
の
た
め
に
会

社
を
経
営
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
お
り
、
他
の
会
社
利
害
関
係

者
は
、
法
に
規
定
が
あ
る
一
定
の
場
合
を
除
け
ば
、
契
約
で
定
め

ら
れ
て
い
る
範
囲
で
の
み
保
護
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
で
、

米
国
で
は
一
九
八
O
年
代
の
企
業
買
収
隆
盛
時
に
株
主
以
外
の
利

害
関
係
者
の
利
益
保
護
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
て
、
多
く
の
州
で
「
他
の
利
害
関
係
者
条
項
（
o
旨
①
二
昌
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

娑
9
竃
ξ
ω
冨
9
冨
ω
）
」
が
制
定
さ
れ
た
。
同
条
項
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
様
々
な
観
点
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
議
論

高
　
　
橋

真
　
　
弓

か
ら
派
生
し
て
会
社
経
営
者
に
株
主
以
外
の
利
害
関
係
者
に
対
し

て
も
株
主
に
対
す
る
と
同
様
の
信
認
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
の
当

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

否
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。

　
多
く
の
学
説
は
、
株
主
以
外
の
利
害
関
係
者
の
た
め
に
経
営
者

の
信
認
義
務
を
拡
張
す
る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
点
は
論
者
に
よ
り
様
々
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ

に
、
株
主
以
外
の
利
害
関
係
者
の
た
め
に
信
認
義
務
を
拡
張
す
る

こ
と
は
、
経
営
者
に
複
数
の
利
害
関
係
者
の
利
益
を
考
慮
す
る
こ

と
を
要
求
し
、
こ
れ
ら
の
利
害
関
係
者
の
利
害
が
対
立
す
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
混
乱
に
よ
る
コ

ス
ト
は
当
該
法
制
が
も
た
ら
す
利
益
を
大
き
く
上
回
る
こ
と
に
な

る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
か
か
る
指
摘
は
、
株
主
が
単
純
に
普
通
株
主
の
み
か
ら
構
成
さ

秘
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れ
る
場
合
に
は
、
他
の
利
害
関
係
者
へ
の
信
認
義
務
拡
張
論
に
対

す
る
批
判
と
し
て
一
見
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
優
先

株
主
に
代
表
さ
れ
る
種
類
株
主
の
存
在
を
考
慮
す
る
と
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
株
式
会
社
の
経
営
者
は
、
「
株
主
」
で
あ
る
以
上
優
先

株
主
に
対
し
て
も
信
認
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
優

先
株
主
は
普
通
株
主
と
利
害
が
対
立
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
者
で

あ
る
。
こ
の
現
象
か
ら
は
、
信
認
義
務
に
異
種
類
の
会
社
利
害
関

係
者
間
の
利
害
対
立
を
調
整
す
る
義
務
を
包
摂
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
信

認
義
務
拡
張
論
へ
の
批
判
が
ど
れ
ほ
ど
の
説
得
カ
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
の
か
は
問
題
に
な
ろ
う
。
株
主
以
外
の
会
社
利
害
関
係
者

に
対
す
る
信
認
義
務
拡
張
論
の
当
否
を
論
じ
る
上
で
、
一
優
先
株
主

の
保
護
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
し
、
普
通
株
主
と
の
利
害
調
整
が

ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
必
要

不
可
欠
で
あ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

　
わ
が
国
で
も
、
近
時
特
に
国
際
決
済
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
規

制
と
の
関
係
で
銀
行
に
よ
る
優
先
株
式
発
行
の
た
め
の
定
款
変
更

及
ぴ
そ
れ
に
続
く
優
先
株
式
の
発
行
事
例
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
（
6
〕

な
っ
て
い
る
。
様
々
な
理
由
か
ら
、
優
先
株
式
は
ま
だ
な
お
一
般

投
資
家
の
投
資
選
択
肢
の
一
つ
と
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
が
、
上

述
の
よ
う
な
検
討
は
、
優
先
株
式
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
明
確
化

を
課
題
と
し
て
い
る
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
に
と
っ
て
も
一
定
の

意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
会
社
経
営
者
の
信
認
義

務
は
種
類
株
主
問
の
利
害
調
整
ま
で
を
も
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る

と
の
考
え
方
の
当
否
を
含
め
、
種
類
株
主
問
の
利
害
調
整
の
在
り

方
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
種
類
株
式
に
は

優
先
株
式
と
は
逆
に
利
益
配
当
等
の
順
位
が
普
通
株
式
に
劣
後
す

る
後
配
株
式
も
あ
る
が
、
以
下
で
は
優
先
株
式
を
念
頭
に
置
く
こ

　
　
（
7
）

と
と
す
る
。

（
1
）
　
』
o
昌
亭
彗
声
ζ
害
昌
一
㌧
ミ
■
s
曽
o
§
ざ
㌧
§
ミ
吻
泳
g
き
雨

　
§
ユ
o
§
完
ミ
｛
o
s
ミ
s
さ
『
§
迂
s
的
ω
ぎ
s
ミ
｝
o
ミ
雨
葛
§
㈹
臭
o
ざ
－

之
§
b
§
亀
o
ざ
ざ
s
g
o
o
尋
o
§
膏
き
ミ
§
ざ
ミ
b
ミ
｝
8
一
曽
ω
↓
g
－

ω
昌
－
■
雰
く
．
鼻
畠
（
－
竃
－
）
、
正
確
に
は
、
会
社
経
営
者
は
会
社

　
及
び
株
主
に
対
し
て
信
認
義
務
を
負
う
と
さ
れ
て
お
り
（
ω
§
陣
炉

　
U
①
一
〕
o
冨
す
＞
．
U
①
ζ
o
只
b
§
o
s
軋
き
、
§
ぎ
「
㌧
㌧
彗
㌧
s
昌
膏
｝
涼
♀

き
巨
s
o
ざ
ミ
Q
ミ
雪
ま
o
ぎ
｝
o
o
o
o
o
U
一
」
斥
o
「
－
－
o
o
↓
P
㊤
b
0
0
（
－
o
o
o
o
o
）
）
、

　
会
社
の
利
害
と
株
主
の
利
害
が
対
立
す
る
場
合
に
こ
れ
を
ど
う
扱
う

　
か
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
株
主
以
外
の
個
々
の
利
害
関

　
係
者
に
対
す
る
信
認
義
務
は
一
般
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
社

債
権
者
に
対
す
る
会
社
取
締
役
の
信
認
義
務
を
否
定
す
る
も
の
と
し
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て
、
一
「
す
o
∋
o
ω
宛
．
匡
E
『
g
印
目
o
ピ
凹
弓
｝
』
．
】
≦
o
〇
一
■
目
目
o
窒
一
§
雨

　
o
o
尋
o
§
ぎ
§
き
雨
b
o
ミ
ぎ
ミ
ミ
s
s
軋
ヨ
包
§
ざ
ミ
b
ミ
｛
葛
二
〇
－

　
－
．
俸
0
9
自
．
－
o
〇
一
M
0
0
1
～
o
①
（
－
o
o
－
）
二
≦
饅
『
o
9
穴
凹
す
印
コ
一
ド
旨
雨
O
S
昌
－

　
ト
s
＆
o
§
雨
㌧
寒
ぎ
貧
き
s
§
δ
ミ
ぎ
§
｝
ぎ
b
§
象
一
〇
。
o
z
一

　
峯
．
〇
一
［
1
宛
睾
．
塞
9
2
ω
－
2
一
（
5
竃
）
等
。

（
2
）
　
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
等
二
八
州
が
同
条
項
を
採
用
し
て
い
る
。

（
3
）
■
や
b
§
ミ
§
ミ
§
一
完
邑
黒
s
｛
轟
O
o
も
o
蔓
討
旨
員
違

　
ヨ
α
．
－
』
睾
』
轟
も
お
（
；
o
－
）
一
雲
島
胃
o
軍
↓
芭
①
■
9
ぎ
ミ
o
§
－

隻
§
§
ξ
ω
§
ミ
婁
語
く
一
窃
昌
ユ
ー
．
カ
雲
．
零
ω
一
き
O
－
卜
冒

　
（
量
違
）
1

（
4
）
ζ
彗
睾
餉
§
§
9
R
巴
呉
M
ω
．

（
5
）
ミ
．
9
員
曽
－
ω
ω
．

（
6
）
　
一
九
九
七
年
度
増
資
白
書
・
商
事
法
務
一
四
九
五
号
（
平
一

　
〇
）
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
償
還
株
式
は
本
来
種
類
株
式
の
一
種
類
と
し
て
別
途
考
察
す
べ

　
き
で
あ
る
が
、
償
還
条
項
は
優
先
株
式
に
付
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ

　
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
優
先
株
式
の
一
類
型
と
し
て
扱
う
。

二
　
優
先
株
主
と
普
通
株
主
の
利
害
対
立

　
ま
ず
い
か
な
る
場
合
に
優
先
株
主
と
普
通
株
主
の
利
害
対
立
が

生
じ
る
の
か
代
表
的
な
事
例
を
概
観
す
る
。
わ
が
商
法
は
既
に
優

先
株
主
と
普
通
株
主
問
の
利
害
調
整
規
定
を
置
い
て
い
る
。
例
え

ば
、
優
先
株
式
の
内
容
に
つ
い
て
定
款
に
記
載
を
求
め
る
（
商
法

二
二
二
条
二
項
）
の
は
、
定
款
変
更
時
に
既
存
株
主
に
将
来
の
種

類
株
式
の
発
行
に
つ
い
て
拒
絶
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
趣
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
現
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
な
お
も
両
者
の
利
害

の
対
立
が
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
日
本
で
は
優
先
株
式

の
発
行
例
自
体
が
少
な
い
こ
と
か
ら
か
か
る
問
題
を
直
接
扱
っ
た

事
例
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
で
、
過
去
米
国
で
争
わ
れ
た
利

害
対
立
の
場
面
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
以
下
で
は
特

に
優
先
株
主
の
側
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
利

害
対
立
の
場
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

1
　
優
先
株
式
条
項
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
優
先
株
式
の
権
利
内
容
を
定
め
る
優
先
株
式
条
項
の
解
釈
に
つ

い
て
最
も
問
題
と
さ
れ
た
の
が
、
非
累
積
的
非
参
加
優
先
株
式
の

非
累
積
条
項
の
解
釈
で
あ
る
。
米
国
に
お
け
る
非
累
積
的
優
先
株

式
の
発
行
事
例
は
現
在
で
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
か
つ
て
か
か

る
優
先
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社
が
、
配
当
可
能
利
益
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
長
年
に
わ
た
り
優
先
株
式
・
普
通
株
式
の
双
方

に
配
当
を
な
さ
ず
に
内
部
留
保
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
、
問

題
と
な
っ
た
。
数
年
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
配
当
が
再
開
さ
れ
て
も
、

非
累
積
的
優
先
株
主
は
当
該
年
度
の
配
当
し
か
受
領
で
き
ず
、
普

通
株
主
は
内
部
留
保
の
残
額
か
ら
よ
り
多
く
の
配
当
を
得
る
こ
と

90
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（
m
）

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
多
く
の
州
判
例
は
非
累
積
条
項
を
文
字
ど

お
り
解
釈
し
、
原
則
と
し
て
内
部
留
保
後
の
普
通
株
式
へ
の
配
当

　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

も
許
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。
唯
一
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
裁
判

所
は
異
な
る
立
場
を
採
り
、
非
累
積
条
項
を
会
社
が
利
益
を
生
じ

な
か
っ
た
年
の
み
配
当
の
累
増
を
行
わ
な
い
も
の
と
解
釈
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

「
配
当
ク
レ
ジ
ッ
ト
ル
ー
ル
」
を
採
周
し
た
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
下
で
は
、
普
通
株
式
に
配
当
が
な
さ
れ
る
前
に
、
内
部
留
保
さ

れ
た
利
益
か
ら
優
先
株
式
に
つ
い
て
の
「
配
当
原
資
」
が
充
足
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
隈
り
で
普
通
株
主
へ
の
配
当
は
否
定

さ
れ
る
。
学
説
は
こ
の
配
当
ク
レ
ジ
ヅ
ト
ル
ー
ル
を
支
持
し
て
い

　
　
　
　
　
（
旧
〕

る
も
の
が
多
い
が
、
非
累
積
条
項
と
は
別
に
「
配
当
可
能
利
益
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

あ
る
場
合
に
の
み
累
積
的
と
す
る
」
と
定
め
る
条
項
例
が
あ
る
こ

と
に
鑑
み
る
と
、
非
累
積
の
定
め
を
利
益
が
あ
る
限
り
累
積
と
読

み
替
え
る
こ
と
が
解
釈
と
し
て
適
切
な
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
考

察
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

2
　
優
先
権
の
内
容
の
変
更

　
わ
が
国
の
種
類
株
主
総
会
制
度
同
様
、
米
国
に
お
い
て
も
、
優

先
株
式
の
優
先
権
の
内
容
を
変
更
す
る
際
に
は
、
当
該
変
更
に
よ

り
不
朴
益
を
受
け
る
種
類
株
式
の
過
半
数
な
い
し
は
三
分
の
二
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
蝸
〕

上
の
保
有
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
定
め
る
州
法
が
多
い
。
し

か
し
そ
れ
で
も
な
お
優
先
権
の
内
容
を
変
更
す
る
定
款
変
更
等
に

お
け
る
優
先
株
主
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。

　
米
国
で
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
累
積
的
優
先
株
式
に
お
け

る
配
当
の
未
払
累
積
分
の
除
去
で
あ
る
。
米
国
で
は
、
一
九
三
〇

年
代
の
恐
慌
期
に
配
当
を
行
え
な
い
年
が
何
年
も
続
き
、
累
積
的

優
先
株
式
の
未
払
累
積
配
当
金
が
巨
額
に
膨
ら
む
と
い
う
事
例
が

多
発
し
た
。
か
か
る
優
先
株
式
を
発
行
し
て
い
る
会
社
は
、
過
去

の
優
先
配
当
の
未
払
累
積
分
と
当
期
の
優
先
配
当
の
全
額
に
つ
き

優
先
株
主
に
支
払
を
な
さ
な
け
れ
ば
普
通
株
主
に
対
し
て
配
当
を

行
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
恐
慌
後
利
益
が
回
復
し
て
も
普
通

株
主
へ
の
配
当
を
な
し
え
な
い
と
い
う
状
況
に
陥
っ
た
。
そ
こ
で

発
行
会
社
側
は
未
払
累
積
分
を
除
去
す
べ
く
、
直
接
定
款
変
更
を

行
い
優
先
権
の
内
容
を
変
更
し
て
こ
れ
を
除
去
す
る
、
あ
る
い
は

こ
れ
に
伴
い
優
先
株
式
を
強
制
的
に
普
通
株
式
と
交
換
す
る
、
あ

る
い
は
定
款
変
更
に
よ
り
既
発
行
の
優
先
株
式
よ
り
上
位
の
優
先

株
式
を
発
行
し
、
未
払
累
積
分
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
優
先

性
を
与
え
た
う
え
で
、
未
払
累
積
分
の
除
去
を
条
件
に
新
優
先
株

式
を
旧
優
先
株
式
と
交
換
す
る
申
出
を
な
し
、
優
先
株
主
が
こ
の

交
換
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

〃
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事
実
上
強
制
的
に
未
払
累
積
分
を
除
去
す
る
と
い
っ
た
様
々
な
方

法
を
利
用
し
た
。

　
判
例
は
、
当
初
、
州
会
社
法
に
優
先
権
の
内
容
の
変
更
を
認
め

る
規
定
が
置
か
れ
た
の
に
対
し
て
も
、
未
払
累
積
配
当
金
講
求
権

は
憲
法
に
よ
り
保
謹
さ
れ
る
既
得
権
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
脆
）

除
去
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
合
併
に
よ
り
、
未
払
累
積
分

の
あ
る
優
先
株
式
に
対
し
、
新
設
会
社
な
い
し
は
存
続
会
社
の
株

式
を
付
与
し
、
未
払
累
積
分
を
除
去
す
る
と
い
う
よ
う
な
間
接
的

な
手
法
を
と
っ
た
事
例
が
現
れ
た
の
に
対
し
て
、
合
併
に
関
す
る

会
社
法
上
の
規
定
は
会
社
法
制
定
の
当
初
か
ら
存
在
し
て
お
り
、

株
主
は
会
社
の
合
併
並
び
に
合
併
に
伴
う
株
主
権
の
変
更
の
可
能

性
を
認
識
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
合
併
の
有
効
性
を
認

　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

め
た
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
で
既
得
権
理
論
は
事
実
上
そ
の
意
義

を
失
っ
た
。
そ
の
後
、
州
会
社
法
に
未
払
累
積
分
の
除
去
可
能
性

　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
明
定
し
た
条
項
が
現
れ
、
未
払
累
積
分
の
除
去
に
対
す
る
絶
対

的
禁
止
は
明
文
上
も
採
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
な
お
学
説
の
多
く

は
未
払
累
積
分
除
去
は
一
定
の
「
公
正
性
」
を
充
足
す
る
場
含
に

の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
と
主
張
し
た
。
こ
の
公
正
性
の
内
容
に
つ

　
　
（
㎎
）

い
て
通
説
は
、
優
先
株
主
が
喪
失
す
る
価
値
の
見
返
り
と
し
て
適

切
な
補
償
に
相
当
す
る
会
社
証
券
等
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

か
に
よ
り
判
断
す
べ
き
と
し
、
補
償
額
を
算
出
す
る
上
で
基
礎
と

な
る
優
先
株
主
の
権
利
の
評
価
額
の
基
準
に
つ
い
て
は
残
余
財
産

分
配
優
先
額
基
準
説
、
投
資
価
値
理
論
、
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
理
論

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

等
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
未
払
累
積
分
の
除
去
が

会
社
に
と
っ
て
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
「
公
正
性
」
の
内
容
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

そ
の
立
証
責
任
を
会
社
に
負
わ
せ
る
べ
き
と
す
る
説
も
あ
る
。
し

か
し
、
判
例
は
不
公
正
性
を
理
由
に
未
払
累
積
分
の
除
去
自
体
を

無
効
と
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
裁
判
所
は
「
公
正
性
」
と

い
う
表
現
に
言
及
し
て
い
て
も
、
そ
の
内
容
は
せ
い
ぜ
い
詐
欺
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
）
（
鴉
〕

不
誠
実
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
。

　
優
先
権
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
も
問
題
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

っ
た
事
例
が
あ
る
。
寄
ミ
ヨ
彗
事
件
で
は
、
償
還
計
画
の
一
部

と
し
て
、
償
遠
権
の
内
容
を
「
現
金
一
一
五
ド
ル
と
償
還
期
日
ま

で
の
未
払
累
積
配
当
金
の
和
」
か
ら
コ
兀
本
二
一
〇
ド
ル
の
社
債

と
普
通
株
式
一
株
の
新
株
引
受
権
」
に
変
更
す
る
定
款
変
更
の
有

効
性
が
争
わ
れ
た
。
問
題
の
定
款
変
更
は
当
該
発
行
済
優
先
株
式

の
七
〇
％
の
保
有
者
の
同
意
を
得
た
も
の
で
あ
う
た
が
、
イ
リ
ノ

イ
州
最
高
裁
は
、
当
該
変
更
は
権
利
の
変
更
で
は
な
く
法
が
認
め

て
い
な
い
形
態
で
の
強
制
的
な
株
式
の
償
還
あ
る
い
は
購
入
に
当

た
る
と
し
て
当
該
変
更
を
違
法
と
判
断
し
て
い
る
。

〃
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（
8
）
　
犬
杉
謙
一
「
優
先
株
の
実
務
的
問
魑
（
一
）
」
商
事
法
務
一
四

　
四
二
号
（
平
八
）
二
五
頁
。
但
し
既
存
株
主
は
将
来
自
分
達
が
被
る

　
可
能
性
の
あ
る
不
利
益
を
具
体
的
に
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

　
う
点
は
大
杉
助
教
授
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。

（
9
）
　
米
国
で
は
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
ク
・
ス
ト
ッ
ク
制
度
が
広
く
認
め

　
ら
れ
て
い
る
（
⑮
賓
U
o
－
、
O
o
目
．
O
O
「
P
r
凹
ξ
吻
冨
－
（
O
目
）
）
が
、

　
通
常
優
先
株
式
の
基
本
的
な
権
利
内
容
は
わ
が
国
と
同
様
定
款
で
定

　
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
米
国
で
は
取
締
役
会
限
り
で
配
当
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

　
特
に
間
題
と
さ
れ
た
が
、
利
益
処
分
決
議
を
株
主
総
会
に
委
ね
る
わ

　
が
国
に
お
い
て
も
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
と
恩
わ
れ

　
る
。
け
だ
し
、
無
議
決
権
非
累
積
的
非
参
加
優
先
株
式
の
場
合
に
は
、

　
議
決
権
が
復
活
し
て
も
せ
い
ぜ
い
発
行
済
株
式
総
数
の
三
分
の
一
に

　
す
ぎ
ず
理
論
上
は
総
会
決
議
を
動
か
し
難
い
し
、
議
決
権
付
き
で
あ

　
っ
た
と
し
て
も
、
多
く
の
場
合
優
先
株
式
は
普
通
株
式
に
対
し
て
発

　
行
総
数
が
少
な
い
の
で
か
か
る
問
題
の
発
生
を
阻
止
し
得
な
い
か
ら

　
で
あ
る
。

（
H
）
　
肉
や
一
≦
四
σ
凹
ω
す
宛
凹
＝
ミ
胆
｝
O
ρ
く
一
』
O
－
］
目
ρ
団
o
『
o
5
メ
N
0
0
o

　
⊂
．
ω
．
－
㊤
メ
ー
①
一
＞
．
－
．
カ
’
↓
①
M
（
－
o
ω
o
）
一
Ω
＝
罧
ヨ
凹
コ
く
ー
自
＝
コ
O
｝
ω
O
①
目
－

　
言
巴
刃
l
O
O
j
－
o
o
o
勺
1
N
O
㊤
N
一
（
N
q
O
マ
．
－
o
㎝
－
）
一
〇
雨
『
芦
軋
“
S
膏
鼻
ω
｛
M

　
⊂
・
ω
・
o
・
竃
（
お
巴
）
・
な
お
、
わ
が
国
で
は
、
原
則
と
し
て
は
配
当

　
可
能
利
益
が
あ
る
場
合
に
も
配
当
を
行
わ
な
い
自
由
を
認
め
つ
つ
、

　
そ
の
程
度
が
著
し
い
と
き
は
、
権
利
濫
用
等
の
法
理
で
救
済
す
る
余

　
地
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
稲
葉
威
雄
「
優
先
株
に
関
す
る
諸

　
問
題
L
民
商
法
雑
誌
一
〇
五
巻
六
号
（
平
四
）
七
四
九
頁
。

（
〃
）
　
■
卵
一
ω
凹
コ
O
o
『
ω
く
．
O
冒
一
〕
胆
宛
O
昌
『
O
凹
O
O
O
I
一
N
－
Z
I
－
べ
o
〇
一
－
M
0

　
＞
．
旨
o
o
亀
（
冨
富
）
．

（
1
3
）
　
＞
．
＞
．
悪
ま
し
「
一
き
s
・
O
ミ
§
ぎ
ざ
§
“
寒
§
～
婁
o
寒
」
ω

　
O
o
E
ヨ
．
「
．
カ
o
く
．
ω
蜆
o
〇
一
ω
①
o
－
ω
①
ω
（
－
0
M
ω
）
一
』
o
ω
一
〇
〇
－
O
’
－
『
j
完
清
ぎ
、

　
g
き
苧
o
s
§
ミ
ミ
｛
§
§
ミ
＆
讐
o
寒
ぎ
o
ミ
雨
葛
δ
b
s
o
肘
b
ざ
㍗

　
、
“
ミ
雰
向
o
§
＆
｝
ミ
§
せ
ミ
具
一
壮
c
．
、
唖
．
F
カ
o
く
－
8
㎝
一
2
o

　
（
お
塞
）
．

（
M
）
　
ω
“
“
　
ω
o
『
『
①
箒
　
く
．
O
o
コ
く
o
『
　
↓
『
o
冒
妻
凹
｝
　
O
o
『
P
一
　
蜆
ω
　
向
．

　
ω
一
』
O
P
　
－
o
o
o
　
（
U
0
F
　
－
o
卜
ω
）
一
§
ば
一
－
ト
①
勺
1
N
O
↓
o
－
　
（
ω
ρ
－
O
－
「

　
δ
套
）
■
同
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
一
〕
彗
く
竃
↓
冨
ヨ
妻
ミ
社
発
行

　
の
優
先
株
式
は
、
優
先
配
当
率
七
％
の
う
ち
五
％
は
利
益
の
有
無
に

　
か
か
わ
ら
ず
累
稽
的
と
さ
れ
た
が
、
残
り
二
％
は
利
益
の
あ
る
場
合

　
に
の
み
累
積
さ
れ
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
一

（
蝸
）
　
■
恥
一
U
o
－
．
O
o
コ
．
O
O
『
P
－
団
≦
伽
M
ム
M
（
一
〕
）
（
～
）
．

（
蝸
）
　
丙
o
＝
①
『
く
’
ξ
＝
ω
o
目
俸
O
o
－
一
N
－
0
9
－
O
す
－
ω
〇
一
－
⑩
o
＞
．
＝
σ

　
（
ω
E
P
〇
一
」
8
①
）
．
未
払
累
横
分
を
除
去
し
、
優
先
株
式
一
株
と
交

　
換
に
普
通
株
式
五
株
を
付
与
す
る
と
い
う
計
画
を
実
行
す
る
た
め
の

　
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
定
款
変
更
決
議
の
無
効
確
認
訴
訟
が
提
起
さ

　
れ
た
事
例
で
あ
る
。

（
π
）
　
｝
①
o
o
『
竺
C
三
8
巨
O
o
『
P
く
1
＝
凹
く
①
「
己
⑦
i
M
と
U
o
－
一
〇
＝
．
ω
－
o
〇
一

　
－
－
＞
．
M
O
ω
ω
－
（
ω
仁
O
1
O
↓
1
－
o
卜
o
）
1

（
㎎
）
　
肉
恥
一
U
色
．
O
o
コ
．
O
O
『
P
－
O
ξ
㎝
M
ム
心
（
団
）
（
ム
）
．

（
1
9
）
　
甲
甲
巨
↓
三
き
｛
§
軸
竃
－
§
雨
き
o
ミ
き
｛
ミ
ぎ
婁
§
μ

　
ω
δ
o
汀
㌧
ミ
自
§
窓
肉
ミ
§
ざ
ミ
ざ
s
一
M
o
く
p
F
カ
o
く
一
r
ピ
ー
M
蜆

ω
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（
屋
亀
）
一
≦
g
o
『
零
巨
コ
ξ
一
ω
s
ミ
ミ
茅
ミ
き
｛
§
雨
竃
§
、
き
軸

　
5
§
｛
δ
ミ
婁
ミ
＆
ω
δ
寒
ミ
＆
s
o
ミ
｛
o
奮
一
墨
カ
暮
o
目
宰
ω
「
1

　
刃
耐
く
ー
宣
蜆
し
雪
ー
ム
賓
（
8
ぎ
）
‘

（
2
0
）
　
優
先
株
式
の
評
価
額
に
つ
い
て
、
通
例
優
先
株
払
込
金
と
未
払

　
累
積
配
当
金
の
合
計
額
と
定
め
ら
れ
る
残
余
財
産
分
配
優
先
額
で
あ

　
る
と
す
る
の
が
残
余
財
産
分
配
優
先
額
基
準
説
、
将
来
支
払
わ
れ
る

　
は
ず
で
あ
っ
た
毎
期
の
配
当
金
と
未
払
累
稽
分
を
資
本
還
元
し
て
割

　
り
出
す
当
該
優
先
株
式
の
投
資
価
値
と
す
る
の
が
投
資
価
値
理
論
、

　
未
払
累
積
配
当
金
を
更
な
る
優
先
株
式
に
再
投
資
し
た
も
の
と
み
な

　
し
、
当
期
優
先
配
当
額
と
未
払
累
積
分
に
優
先
配
当
率
を
乗
じ
た
額

　
の
和
を
、
予
想
収
益
額
で
除
し
た
会
社
の
持
分
が
優
先
株
主
に
割
り

　
当
て
ら
れ
る
と
す
る
の
が
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
理
論
で
あ
る
。
各
説
の

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
く
ミ
o
『
卑
巨
毒
｝
彗
α
ξ
姜
画
昌
ω
冨
弐
g
一

　
〇
與
ω
o
ω
　
o
目
O
　
－
≦
画
一
〇
ユ
巴
ω
　
o
コ
　
O
o
『
O
o
『
凹
8
　
向
－
目
凹
目
o
①
一
ω
o
o
o
－
ω
o
o
o

　
（
ム
暮
＆
二
竃
ω
）
参
照
。

（
刎
）
　
＞
『
コ
O
O
－
団
①
o
す
戸
㌧
－
鳶
§
邑
o
篶
呉
工
o
o
ミ
Φ
、
b
｛
e
｛
、
雨
S
』
防
一
ム
⑩

　
ζ
δ
す
ー
－
ー
カ
o
く
』
8
』
竃
－
蜆
o
壮
（
δ
巴
）
1

（
η
）
　
巾
O
『
O
q
①
ω
く
－
＜
剋
α
ω
o
O
ω
巴
①
ω
O
O
『
O
＝
N
一
U
9
．
0
7
－
M
メ
ω
N
＞
．

　
M
O
＝
o
o
（
O
汗
－
⑩
杜
ω
）
．

（
2
3
）
　
米
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
議
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
優
れ
た
先

　
行
研
究
が
存
在
す
る
。
比
較
的
最
近
の
も
の
と
し
て
、
山
下
友
信

「
累
積
的
配
当
優
先
株
に
お
け
る
優
先
株
圭
．
の
保
護
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

　
六
四
五
号
（
昭
五
二
）
八
九
頁
、
洲
崎
博
史
「
優
先
株
・
無
議
決
権

株
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
」
民
商
法
雑
誌
九
一
巻
三
号
（
昭
五
九
）

　
三
空
二
頁
以
下
。

（
刎
）
　
困
O
峯
ヨ
與
コ
く
’
＞
『
目
一
〇
一
』
『
俸
O
O
．
一
－
一
－
＝
．

　
○
畠
ω
（
冨
轟
）
．

三
　
優
先
株
主
保
護
の
二
元
性

N
ρ
牡
ω
一
5
o
z
－
向
－
N

　
以
上
の
よ
う
な
普
通
株
主
と
優
先
株
主
の
利
害
対
立
の
解
決
の

方
向
性
を
検
討
す
る
に
際
し
、
優
先
株
主
の
保
護
シ
ス
テ
ム
の
在

り
方
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
優
先
株
主
の
保
護
シ
ス
テ
ム
に
は
二
種
類
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
一
つ
は
、
会
社
経
営
者
の
信
認
義
務
に
代
表
さ
れ
る
保
護
シ

ス
テ
ム
で
、
も
う
一
つ
は
優
先
株
式
の
発
行
内
容
を
定
め
る
定
款

の
規
定
及
び
取
締
役
会
の
発
行
決
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
保
護
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
後
者
は
、
投
資
家
が
優
先
株
式
へ
の
投
資
時
に

そ
の
内
容
を
自
己
責
任
で
選
択
す
る
シ
ス
テ
ム
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
前
者
は
会
社
法
の
体
系
に
よ
る
保
護
シ

ス
テ
ム
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
保
護
シ
ス
テ
ム
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
米
国
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
の

≧
一
竃
判
事
は
、
』
＆
ミ
告
く
．
…
Ω
…
9
彗
α
＝
o
宥
一
ω
二
昌
．

　
（
2
5
）

事
件
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
優
先
株
主
と
普
通
株
主
を
区
別
す
る
優
先
性
あ
る
い
は
制
限

〃
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に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
社
及
び
取
締
役
の
義
務
は
、
本
質

的
に
契
約
上
の
も
の
で
あ
り
、
義
務
の
範
囲
は
、
そ
の
契
約
中
の

明
示
的
な
特
定
の
文
言
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
主
張

さ
れ
て
い
る
権
利
が
、
普
通
株
主
に
対
す
る
優
先
権
で
は
な
く
、

普
通
株
主
と
等
し
く
有
す
る
権
利
（
印
ユ
o
q
享
ω
ぎ
『
＆
8
量
ξ

三
；
；
①
8
昌
昌
昌
）
に
関
す
る
場
合
に
は
、
か
か
る
権
利
の

存
在
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
義
務
の
範
囲
は
、
制
定
法
上
及
び
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

平
法
上
の
基
準
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
L

　
同
判
決
は
、
優
先
権
の
内
容
を
規
定
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

社
債
同
様
、
そ
の
権
利
が
契
約
法
の
枠
内
で
規
制
さ
れ
る
の
に
対

し
、
普
通
株
主
と
等
し
く
有
す
る
権
利
に
関
し
て
は
会
社
法
の
体

系
に
よ
る
規
制
が
及
ぷ
と
す
る
も
の
で
、
優
先
株
主
の
保
護
の
在

り
方
が
二
元
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー

ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
宰
巨
罵
｝
は
、
－
＆
≦
き
判
決
に
よ
る
区
分

　
　
　
　
　
　
（
η
〕

の
暖
昧
さ
を
指
摘
し
、
配
当
や
支
配
の
分
配
を
定
め
る
条
項
以
外

の
優
先
株
主
と
普
通
株
主
間
の
関
係
の
内
容
は
、
当
事
者
に
と
っ

て
こ
れ
ら
の
中
核
的
条
項
の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
契
約
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
な
い
事
象
が
あ
れ
ば
、
契
約

条
項
に
お
け
る
間
隙
あ
る
い
は
暖
味
さ
と
し
て
、
当
事
者
が
定
め

た
配
当
や
支
配
の
分
配
の
趣
旨
を
実
現
す
る
よ
う
に
解
釈
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閉
）

と
が
合
理
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
優
先
株

主
が
契
約
と
は
別
の
次
元
で
普
通
株
主
と
同
じ
よ
う
に
有
し
て
い

る
権
利
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
取
締
役
と
会
社

問
の
違
法
な
白
己
取
引
に
対
し
て
は
、
優
先
株
主
も
普
通
株
主
と

同
様
、
一
定
の
場
合
に
そ
の
責
任
を
遣
及
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。　

で
は
一
般
に
優
先
株
主
が
普
通
株
主
と
等
し
く
有
す
る
権
利
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
－
＆
冬
き
判
決
が
い
う
普
通

株
主
と
等
し
く
有
す
る
権
利
と
は
、
そ
の
権
利
に
関
し
て
普
通
株

主
と
平
等
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
土
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
す
な
わ
ち
株
主
平
等
原
則
が
及
ぶ
範
囲
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
』
＆
≦
き
判
決
の
区
分

す
る
優
先
株
主
の
権
利
に
つ
い
て
の
二
つ
の
次
元
は
株
主
平
等
原

則
の
適
用
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

　
（
”
）

ら
れ
る
。
勿
論
、
局
面
に
よ
っ
て
は
、
両
次
元
の
保
護
シ
ス
テ
ム

が
重
な
り
あ
う
た
め
に
よ
り
具
体
的
な
考
察
が
必
要
と
さ
れ
る
で

　
　
（
3
0
）

あ
ろ
う
が
、
理
論
上
は
こ
の
点
か
ら
二
元
的
な
保
護
シ
ス
テ
ム
を

区
分
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
株
主
平
等
原
則
が
及
ぶ
側
面
で
は
普
通
株
主
と
優
先

蛎
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株
主
の
利
害
関
係
が
共
通
の
方
向
性
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
種
類

株
主
相
互
問
で
の
利
害
が
対
立
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
従
っ
て
、
上
述
し
た
よ
う
な
種
類
株
主
間
で
の
利
害
対
立

が
生
じ
る
の
は
、
か
か
る
領
域
外
、
す
な
わ
ち
契
約
に
よ
り
規
律

さ
れ
る
領
域
で
の
問
題
で
あ
る
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

　
上
記
』
＆
峯
き
判
決
と
同
様
の
発
想
は
わ
が
国
で
も
用
い
る

こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
の
会
社
法
上
、

優
先
株
式
へ
の
投
資
は
株
式
申
込
証
や
株
券
等
に
記
載
さ
れ
た
事

項
を
投
資
家
が
承
諾
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
普
通
株
主
と
等
し
く
有
す
る
以
外
の
権
利
の
内
容
、
す
な

わ
ち
株
主
平
等
原
則
の
例
外
た
る
内
容
が
示
さ
れ
、
投
資
家
が
こ

れ
を
理
解
し
承
諾
す
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
株
主
平

等
原
則
の
例
外
の
範
鴎
に
あ
る
権
利
の
内
容
は
、
特
に
商
法
で
規

制
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
優
先
株
式
投
資
家
と
発
行
会
社
問

の
契
約
（
以
下
「
優
先
株
式
契
約
」
と
い
う
）
に
よ
り
定
め
ら
れ

る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
こ
で
わ
が
国
の
優
先
株
式
に
つ
い
て
、
優
先
株
式
契
約
上
の

権
利
関
係
を
定
め
る
も
の
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
「
種
類
」
を
構

成
す
る
、
利
益
配
当
・
建
設
利
息
・
残
余
財
産
分
配
権
の
権
利
内

容
、
利
益
消
却
に
お
け
る
権
利
内
容
の
差
異
に
関
す
る
定
め
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
優
先
権
の
累
積
・
非
累
積
の
別
、
参

加
・
非
参
加
の
別
等
も
契
約
で
規
律
さ
れ
る
権
利
に
合
ま
れ
る
こ

と
に
な
り
、
二
で
挙
げ
た
よ
う
な
問
題
は
こ
れ
ら
契
約
の
枠
内
に

存
す
る
問
題
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一

般
に
「
属
性
」
に
分
類
さ
れ
る
転
換
権
の
有
無
・
議
決
権
の
有
無

も
契
約
の
枠
組
を
通
じ
て
投
資
家
の
選
択
に
供
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
但
し
、
特
に
無
議
決
権
株
式
に
関
し
て
は
一
部
に
そ
の
権

利
関
係
に
つ
い
て
商
法
上
の
規
定
が
あ
り
（
商
法
二
四
二
条
）
、

ま
た
議
決
権
に
付
随
す
る
権
利
の
取
扱
に
つ
い
て
、
法
律
解
釈
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

問
題
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
株
式
等
の
増
滅

に
つ
い
て
の
格
別
の
定
め
（
商
法
二
二
二
条
三
項
）
は
ど
う
か
。

商
法
は
、
あ
る
種
類
の
株
主
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
よ
う
な
格
別
の

定
め
を
種
類
株
主
総
会
決
議
を
要
件
に
是
認
し
（
商
法
三
四
六

条
）
、
多
数
決
に
よ
る
株
主
平
等
原
則
の
例
外
を
認
め
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
商
法
二
二
二
条
三
項
は
、
株
式
等

の
増
減
の
場
合
に
、
種
類
株
主
間
の
形
式
的
平
等
を
貫
こ
う
と
す

る
と
そ
れ
が
却
っ
て
実
質
的
衡
平
に
反
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

予
め
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
株
式
の
種
類
に
従
い
格

別
の
定
め
を
な
し
う
る
と
し
た
規
定
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

96
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商
法
三
四
六
条
の
趣
旨
に
つ
い
て
も
、
な
お
実
質
的
衡
平
の
確
保

が
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
格
別
の
取
扱
に
よ
る
若
千
の

損
害
を
種
類
株
主
総
会
決
議
の
多
数
決
に
よ
る
承
認
を
条
件
に
甘

受
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
正
面
か
ら
株
主
平
等
原
則
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
躯
）

例
外
を
認
め
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、

格
別
の
定
め
は
、
た
と
え
そ
れ
が
予
め
定
款
で
定
め
ら
れ
た
と
し

て
も
、
普
通
株
式
と
の
差
異
を
本
質
と
す
る
上
述
の
利
益
配
当
や

議
決
権
等
に
関
す
る
条
項
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

（
2
5
）
』
＆
ミ
き
く
1
ζ
O
…
9
彗
口
＝
o
邑
ω
二
目
9
蜆
8
＞
．
旨
9
ム

　
（
U
9
’
O
す
．
－
o
o
o
①
）
．

（
2
6
）
　
§
．
斗
㎝
漫
1

（
2
7
）
　
く
－
9
o
『
巾
コ
』
匝
自
o
メ
O
o
尋
o
§
膏
■
o
s
＆
ぎ
9
、
雨
葛
畠
s
～
b
雨
ミ
o
、

　
§
ミ
§
ミ
吻
§
㌧
§
b
s
、
§
§
s
富
s
，
o
s
具
昌
団
＝
彗
く
ー
「
．

　
家
く
．
冨
芦
轟
違
－
冨
ξ
戸
↓
O
（
畠
竃
）
．

（
2
8
）
　
く
－
9
o
『
団
『
自
旦
目
①
ド
O
o
s
－
§
ミ
o
竃
、
き
～
富
〔
ざ
ミ
b
s
ミ
ぎ
O
o
下

b
o
§
膏
卜
S
S
一
ω
o
o
ω
．
O
1
「
．
刃
o
く
．
蜆
o
P
①
σ
～
（
－
o
〇
一
）
－

（
2
9
）
　
わ
が
商
法
に
お
い
て
、
優
先
株
式
は
一
般
に
株
主
平
等
原
則
の

　
例
外
と
説
明
さ
れ
る
が
、
厳
密
に
は
、
現
行
商
法
の
解
釈
と
し
て
も
、

商
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
定
の
場
含
を
除
き
、
種
類
株
主
問
に
も

株
主
平
等
原
則
の
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
神
田
秀
樹
「
株
式
と
社

　
債
－
企
業
金
融
法
の
理
論
的
構
造
－
L
『
竹
内
昭
夫
先
生
還
暦
記
念

　
現
代
企
業
法
の
展
開
』
（
平
二
）
二
六
三
頁
。

（
3
0
）
　
零
巨
冨
｝
は
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
の
一
例

　
と
し
て
、
合
併
の
対
価
の
配
分
を
挙
げ
、
優
先
株
式
が
全
て
の
株
式

　
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
理
由
が
明
ら
か
で
な
い
と
主
張
す
る
。
卑
邑
－

　
冨
き
餉
§
§
昌
訂
ミ
匝
二
〇
。
宣
－
－
o
。
畠
目
』
o
。
合
併
時
に
お
け
る
優

　
先
株
式
の
評
価
に
つ
い
て
、
残
余
財
産
分
配
優
先
額
を
基
準
と
す
べ

　
き
と
い
う
ω
；
創
昌
黛
の
自
説
に
対
応
す
る
主
張
で
あ
る
。
宰
巨
一

　
目
2
一
㎞
§
§
冒
8
竈
呉
曇
o
－
杜
o
。
㎝
、
し
か
し
、
確
か
に
、
優
先
権

　
の
存
在
は
優
先
株
主
に
普
通
株
主
と
は
異
な
る
合
併
対
価
を
与
え
る

　
根
拠
に
は
な
り
得
よ
う
が
、
そ
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
株
式
の
持
分

　
性
を
基
礎
に
す
べ
き
で
あ
り
、
優
先
株
式
が
普
通
株
式
と
共
通
の
取

　
扱
を
受
け
る
側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
3
1
）
　
洲
崎
博
史
「
優
先
株
・
無
議
決
権
株
に
関
す
る
一
考
察
（
二
・

　
完
）
」
民
商
法
雑
誌
九
一
巻
四
号
（
昭
六
〇
）
五
五
六
－
五
五
七
頁

　
参
照
。

（
3
2
）
　
菅
原
菊
志
『
新
版
　
注
釈
会
社
法
（
3
）
株
式
（
1
）
』
（
昭
六

　
一
）
三
一
九
頁
。

四
　
信
認
義
務
の
拡
張
論

　
米
国
で
は
、
優
先
株
主
の
保
護
の
在
り
方
を
二
元
的
に
捉
え
る

上
記
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
判
例
の
立
場
に
対
し
、
≦
8
ま
＝
が
契
約

に
よ
り
規
律
さ
れ
る
領
域
に
ま
で
取
締
役
の
信
認
義
務
を
拡
張
す
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（
珊
）

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
二
つ
の
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
点
は
、
優
先
株
式
契
約
の
解
釈
は
ま
ゴ
取

締
役
が
行
な
う
こ
と
に
由
来
す
る
。
取
締
役
は
、
業
務
執
行
の
過

程
で
、
各
種
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
会
社
あ
る
い
は
相
手
方
の

契
約
上
の
権
利
の
解
釈
を
行
う
が
、
社
債
権
者
な
ど
会
社
外
部
の

者
と
の
取
引
で
は
、
会
社
と
債
権
者
は
独
立
し
た
存
在
と
し
て
扱

わ
れ
る
た
め
、
取
締
役
は
こ
れ
ら
の
契
約
を
契
約
法
の
認
め
る
範

囲
内
で
狭
く
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
優
先
株
主
は

あ
く
ま
で
会
社
の
内
部
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
外
部
者

と
の
契
約
の
解
釈
と
は
別
異
に
扱
う
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
で

　
（
脳
）

あ
る
。
第
二
に
、
優
先
株
主
の
投
資
の
性
質
が
指
摘
さ
れ
る
。
特

に
非
参
加
優
先
株
式
の
発
行
事
例
が
多
い
米
国
で
は
、
投
資
家
が

優
先
株
式
を
購
入
す
る
主
た
る
動
機
は
価
格
下
落
の
お
そ
れ
が
少

な
い
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
性
質
は
十
分
に
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
優
先
株
式

は
自
己
資
本
で
あ
る
以
上
危
険
資
本
性
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
が
、
≦
8
烹
＝
が
指
摘
す
る
問
題
は
、
取
締
役
が
新
た

な
富
（
奉
塞
一
；
）
を
生
み
出
す
べ
く
投
資
を
な
す
こ
と
に
伴
う

リ
ス
ク
で
は
な
く
、
既
存
の
富
を
優
先
株
主
か
ら
普
通
株
主
へ
移

転
さ
せ
る
リ
ス
ク
に
あ
る
。
取
締
役
が
株
主
の
富
を
最
大
化
す
べ

く
優
先
株
主
の
投
資
を
用
い
て
新
た
な
富
を
創
造
す
る
行
動
を
採

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
優
先
株
主
の
合
理
的
な
予
期
の
範
囲
内
で

あ
る
が
、
単
な
る
當
の
移
転
の
リ
ス
ク
は
合
理
的
に
は
予
期
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
ζ
言
幕
旨
は
こ
れ

ら
の
主
張
を
基
に
、
取
締
役
は
優
先
株
式
契
約
の
解
釈
に
際
し
て
、

受
認
者
（
O
O
⊆
9
胃
＜
）
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
で
あ
る
と

　
　
＾
珊
〕

主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
会
社
の
行
動
の

主
た
る
目
的
が
富
の
移
転
で
は
な
く
事
業
目
的
で
あ
る
こ
と
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帥
）

締
役
が
立
証
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
具
体
的
な
事
例
に
当
て
は
め
る
と

ど
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
点
…
ぎ
ま
＝

は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
二
で
挙
げ
た
普
通
株
主
と
優
先
株

主
の
利
害
が
対
立
す
る
場
面
に
つ
い
て
鑑
み
る
に
、
例
え
ば
非
累

積
的
非
参
加
優
先
株
式
の
非
累
積
条
項
の
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
配
当
を
行
わ
な
い
と
い
う
取
締
役
会
の
判
断
が
事
業
に
用
い

る
た
め
の
内
部
留
保
を
理
由
と
す
る
か
、
将
来
の
普
通
株
式
へ
の

配
当
の
た
め
の
内
部
留
保
を
理
由
と
す
る
か
に
よ
っ
て
信
認
義
務

違
反
の
有
無
に
つ
き
結
果
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
目
的
に

つ
い
て
は
取
締
役
側
に
立
証
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら

　
（
鯛
〕れ

る
。
ま
た
、
累
積
的
優
先
株
式
の
未
払
累
積
分
の
除
去
に
つ
い

㎎
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て
は
、
通
常
そ
の
正
当
化
事
曲
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
普
通
株
式
に

よ
る
資
金
調
達
の
必
要
性
に
つ
い
て
取
締
役
に
立
証
責
任
が
課
さ

れ
る
と
い
う
結
論
が
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
契
約
法
の
枠
組
に
よ
る
解
決
と
ど
の

よ
う
に
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
・
か
。
ζ
ま
ぎ
＝
に
よ
る
信
認
義
務

説
の
提
唱
は
、
信
認
義
務
に
よ
る
枠
組
は
契
約
に
よ
る
も
の
に
優

る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
≦
寸

○
箒
＝
の
主
張
は
、
①
信
認
義
務
は
単
に
契
約
の
閲
隙
を
補
う
だ

　
　
　
（
3
9
）

け
で
な
く
、
②
信
認
義
務
の
内
容
に
反
す
る
契
約
条
項
は
無
効
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
〕

な
る
と
い
う
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
理
出
と
す
る
。
①
の
側
面
に

つ
い
て
は
、
契
約
解
釈
の
枠
組
で
も
解
決
で
き
る
部
分
と
、
そ
う

で
な
い
部
分
と
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
が
、
こ
の
後
者
の
部
分

と
②
の
点
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
よ
る
よ
り
も
、

信
認
義
務
の
枠
組
を
採
る
場
合
の
方
が
、
優
先
株
主
の
保
護
に
な

る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
富

の
移
転
の
リ
ス
ク
を
優
先
株
式
の
投
資
家
が
既
に
引
き
受
け
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

る
と
考
え
ら
れ
る
点
も
あ
る
た
め
、
こ
の
リ
ス
ク
の
引
受
の
対
価

で
あ
る
発
行
価
格
及
ぴ
優
先
配
当
率
へ
の
反
快
を
考
慮
し
な
い
限

り
は
、
優
先
株
主
が
保
護
を
受
け
て
い
な
い
と
は
容
易
に
判
断
で

き
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
優
先
株
式
市
場
の
効
率
性
に
つ

い
て
は
実
証
的
な
側
面
か
ら
の
研
究
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

不
完
全
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
市
場
に
よ
る
価
格
形
成
に
反
映
さ

れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
以
上
、
か
か
る
領
域
に
つ
い
て
、
信
認
義

務
に
よ
る
保
護
が
介
入
す
る
の
は
適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
よ
っ
て
、
優
先
株
主
が
普
通
株
主
と
共
通
の
利
益
を
も
た
な
い

部
分
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
契
約
の
枠
組
で
処
理
す
る
方
向

で
考
察
し
、
社
債
権
者
の
保
護
と
の
均
衡
等
を
考
慮
し
て
契
約
に

よ
る
枠
組
の
み
で
は
不
適
切
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
立
法
的

解
決
を
考
察
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
3
3
）
巨
…
彗
8
向
1
≦
一
〇
箒
＝
、
｝
㊦
き
N
き
轟
き
§
巨
§
9
き
－

昏
ミ
、
9
o
寒
s
ミ
ミ
ξ
§
寒
§
－
民
9
ミ
』
ぎ
ミ
s
一
2

ω
冨
．
－
固
毫
－
宝
ω
一
宣
o
o
－
ム
お
（
－
8
①
）
．

（
3
4
）
　
ミ
．
斗
宣
o
0
1
宣
⑩
’

（
3
5
）
　
ミ
ー
黒
ム
9
－
嵩
ト
o
．

（
3
6
）
　
§
．
呉
ξ
⑩
1

（
3
7
）
　
§
．
竺
ミ
㎝
．

（
3
8
）
　
上
述
の
公
正
性
の
議
論
に
お
け
る
団
8
葦
の
見
解
に
類
似
し

　
た
結
論
で
あ
る
。
ω
§
吻
§
§
昌
8
曽
．
わ
が
国
の
場
合
に
は
取

　
締
役
会
の
株
主
総
会
へ
の
利
益
処
分
案
提
出
に
つ
い
て
取
締
役
に
責

　
任
を
問
う
と
い
う
構
成
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
3
9
）
　
ω
§
≦
F
g
o
＝
一
ω
§
§
コ
o
訂
ω
ω
與
；
睾

卿
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（
4
0
）
　
ω
§
註
．
9
ξ
o
o
．

（
刎
）
　
宛
一
』
｛
す
①
｛
O
『
α
　
｝
‘
O
凹
目
一
〇
σ
而
＝
一
』
『
．
一
〇
〇
さ
O
§
膏
　
、
｛
乱
S
g
S
ミ

　
ま
§
膏
－
S
さ
「
き
雨
ぎ
睾
O
§
“
§
O
§
ユ
S
S
向
§
一
墨
ヨ
與
1
ω
け
d
－

　
ピ
、
家
く
．
塞
ピ
㎝
o
。
ω
（
－
8
①
）
、
O
凹
眉
昌
①
＝
は
、
償
還
株
式
に
つ
い
て
、

　
市
中
金
利
の
下
落
時
に
お
け
る
発
行
会
社
の
償
還
権
行
使
は
、
優
先

　
株
主
か
ら
普
通
株
主
へ
の
當
の
移
転
で
あ
る
と
し
、
そ
の
上
で
、
経

　
営
者
が
償
還
権
の
行
使
を
差
し
控
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い

　
の
は
、
優
先
株
主
が
契
約
に
よ
っ
て
償
遇
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
、
そ

　
れ
に
対
応
す
る
対
価
を
支
払
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い

　
る
。

五
　
優
先
株
式
契
約
に
よ
る
利
害
調
整

1
　
優
先
株
式
契
約
の
限
界

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
種
類
・
属
性
等
の
優
先
権
の
内
容
に
つ
い

て
は
契
約
に
よ
る
規
律
に
服
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
言
う

ま
で
も
な
く
、
こ
の
優
先
株
式
契
約
は
何
を
定
め
る
の
も
自
由
と

は
一
般
に
解
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
株
主
の
い
わ
ゆ
る
「
固
有

権
」
が
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
合
理
的
で
な
い
利
害
調
整
は
、
私
的

自
治
の
限
界
を
超
え
て
お
り
、
定
款
の
定
め
や
種
類
株
主
総
会
決

議
が
あ
っ
て
も
な
お
そ
の
違
法
性
を
主
張
で
き
、
定
款
変
更
決
議

の
無
効
確
認
の
訴
え
等
に
よ
っ
て
こ
れ
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
（
棚
）

る
と
さ
れ
て
い
る
。
い
か
な
る
場
合
に
私
的
自
治
の
限
界
を
超
え

て
い
る
と
さ
れ
る
の
か
は
具
体
的
な
局
面
で
考
察
せ
ざ
る
を
得
な

い
が
、
例
と
し
て
、
優
先
配
当
金
額
の
上
限
の
定
め
．
が
あ
ま
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
犯
）

も
不
合
理
で
お
よ
そ
上
限
と
し
て
評
価
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
、

無
議
決
権
優
先
株
式
の
発
行
価
額
を
既
存
株
式
の
時
価
に
比
し
て

著
し
く
高
く
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
決
権
復
活
時
の
会
社
運

営
に
対
す
る
菱
言
権
が
一
株
当
た
り
の
拠
出
資
本
額
に
照
ら
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
μ
）

不
平
等
に
な
る
場
合
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

2
　
優
先
株
式
契
約
解
釈
の
問
題

　
優
先
株
式
契
約
の
申
込
は
一
方
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
特
に
発
行
会
社
と
投
資
家
問
の
認
識
が
合
致
し
な
い
場

合
が
あ
り
う
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
ぺ

た
よ
う
に
一
定
の
リ
ス
ク
は
引
き
受
け
ら
れ
発
行
価
格
や
優
先
配

当
率
に
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
解
釈

に
お
い
て
は
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
契
約
法
上
の
情
報
提
供
義
務
の
再
考
と
非
良
心
性
等
の
新

し
い
契
約
理
論
に
依
拠
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
胃
邑
完
＜
の

　
（
蝸
〕

見
解
は
、
市
場
の
効
率
性
の
促
進
と
そ
の
限
界
へ
の
対
応
策
を
考

察
す
る
上
で
、
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
契
約
法
上
の
一

般
的
な
理
論
と
の
整
合
性
の
側
面
か
ら
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

001
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3
　
優
先
株
式
契
約
の
変
更
に
お
け
る
問
題
点

　
優
先
株
式
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
種
類
株
主
問
の
利
害
調

整
制
度
と
し
て
、
種
類
株
主
総
会
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

前
述
し
た
未
払
累
積
分
除
去
の
間
題
は
、
種
類
株
主
総
会
制
度
の

限
界
を
示
し
て
い
る
。

　
優
先
株
式
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
、
従
前
の
よ
う
に
種
類
株
主

総
会
制
度
の
利
用
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
兄
解
は
、
種
類
株
主
総

会
決
議
に
よ
る
優
先
株
式
契
約
の
変
更
の
可
能
性
は
、
契
約
の
中

に
黙
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
優
先
株
主
は
こ
の
点
を
予
め

考
慮
に
入
れ
て
投
資
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
変
更
の
リ

ス
ク
も
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ

の
点
、
零
巨
富
＜
は
、
た
と
え
優
先
株
式
契
約
が
種
類
株
主
の

多
数
決
に
よ
る
未
払
累
積
分
の
除
去
の
可
能
性
を
明
示
的
に
定
め

た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
契
約
の
特
徴
は
当
該
株
式
の
購
入
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

投
資
家
に
着
目
さ
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
指

摘
は
、
優
先
株
式
契
約
の
変
更
が
多
数
決
原
理
に
服
す
る
こ
と
に

よ
る
少
数
派
優
先
株
主
の
保
護
の
在
り
方
を
再
考
す
る
余
地
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
く
契
約
の
枠
組
で
規
律
さ

れ
る
社
債
の
場
合
に
も
、
社
債
権
者
集
会
制
度
に
よ
り
多
数
決
原

理
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
社
債
権
者
集
会
の
決
議
事
項
を
限
定

す
る
（
商
法
＝
二
九
条
）
、
決
議
の
有
効
要
件
と
し
て
裁
判
所
の

認
可
を
要
求
す
る
（
商
法
三
二
七
条
一
項
）
等
の
制
度
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

多
数
決
決
議
の
公
正
性
確
保
を
図
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
と
の
均
衡
に
お
い
て
も
少
数
派
優
先
株
主
の
保
護
を
論
ず

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
少
数
派
優
先
株
主
の
保
護
の
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
種

類
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
え
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
発
行
済

優
先
株
式
の
三
分
の
二
以
上
を
普
通
株
主
が
保
有
し
て
い
る
場
合

に
、
優
先
株
式
契
約
の
変
更
が
普
通
株
主
と
し
て
利
益
に
な
る
な

ら
ぱ
、
優
先
株
主
に
と
づ
て
不
利
益
な
種
類
株
主
総
会
決
議
が
た

や
す
く
成
立
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
の
多
数
派
優
先
株
主
を
商
法
二
四
七
条
一
項
三
号
の
「
特
別

利
害
関
係
株
主
」
と
し
て
、
種
類
株
主
総
会
決
議
を
取
消
す
こ
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
特
殊
な
場
面
を
除
い
て
は
、

種
類
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
え
は
さ
ほ
ど
有
効
に
働
。
か
な
い
可

能
性
も
あ
る
。

　
第
二
に
、
米
国
に
お
い
て
未
払
累
積
分
除
去
の
事
例
で
主
張
さ

れ
た
よ
う
な
公
正
性
の
基
準
が
挙
げ
ら
れ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る

未
払
累
積
分
の
除
去
に
つ
い
て
の
議
論
も
一
定
の
補
償
を
要
求
す

　
　
　
　
＾
蝸
）

る
立
場
が
多
い
。
ま
た
、
米
国
で
は
未
払
累
積
分
除
去
以
外
の
基
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本
的
な
優
先
権
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
公
正
性
の
基
準
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

課
す
ぺ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
公
正
性
の
内
容
に

つ
い
て
上
記
通
説
の
よ
う
な
立
場
を
と
れ
ば
、
一
定
の
補
償
を
伴

わ
な
い
優
先
株
主
に
よ
る
優
先
権
の
単
な
る
放
棄
を
多
数
決
で
決

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
多
数
決
に
よ
る
優
先
権
の
放
棄
等
も
認
め
る
ぺ
き
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
第
三
に
買
取
請
求
権
と
い
う
保
護
方
法
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
も
そ
も
、
優
先
株
式
の
優
先
性
と
い
う
性
質
は
、
優
先
株

式
投
資
の
主
た
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
た
投
資
要
素
で
あ
る

　
　
　
　
＾
5
0
）

と
考
え
ら
れ
、
こ
の
優
先
権
の
変
更
は
投
資
の
基
本
的
性
質
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
）

更
に
当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
商
法
上
認
め
ら
れ
て
い

る
含
併
等
に
お
け
る
買
取
請
求
権
が
、
投
資
の
対
象
の
重
大
な
変

更
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
均
衡
上
、
優
先
権
の
変

更
の
場
合
に
も
買
取
請
求
権
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
の
立
法
的
な

考
察
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
米
国
・
カ

ナ
ダ
等
で
は
株
主
の
権
利
の
変
更
に
つ
い
て
買
取
請
求
権
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

て
い
る
立
法
例
が
散
見
さ
れ
る
。
無
論
、
買
取
請
求
権
制
度
に
つ

い
て
は
、
現
在
で
も
様
々
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は

あ
る
が
、
同
制
度
の
存
在
は
経
営
者
に
優
先
株
主
を
公
正
に
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
〕

扱
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
た
ら
す
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

制
度
の
存
在
自
体
が
少
数
派
優
先
株
主
の
保
護
に
資
す
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
2
）
　
稲
葉
・
前
掲
注
（
H
）
七
四
九
頁
、
山
下
友
信
『
新
版
注
釈
会

　
社
法
補
完
平
成
二
年
改
正
』
（
平
四
）
　
一
五
四
頁
、
「
座
談
会
・
優

　
先
株
制
度
の
立
法
論
的
検
討
」
『
優
先
株
制
度
・
企
業
金
融
と
商
法

　
改
正
3
』
（
平
四
）
一
〇
三
頁
神
田
発
言
。

（
4
3
）
　
植
村
啓
治
郎
「
優
先
株
式
に
よ
る
資
金
調
達
」
法
学
教
室
二
二

　
三
号
（
平
三
）
二
一
－
二
二
頁
。

（
4
4
）
　
稲
葉
・
前
掲
注
（
1
1
）
七
四
七
頁
。

（
蛎
）
卑
巨
烏
き
吻
§
§
；
冨
轟
與
↓
塞
〒
①
竃
－
零
巨
冨
｝
は
、
社

　
債
・
優
先
株
式
の
双
方
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
契
約
理
論
の
適
用
可
能

　
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
は
、
発
行
会
社
は

　
信
義
則
上
、
私
募
証
券
に
は
定
め
ら
れ
て
い
る
が
公
募
証
券
に
は
定

　
め
ら
れ
て
い
な
い
投
資
家
の
保
護
条
項
を
公
募
証
券
保
有
者
に
知
ら

　
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ミ
』
；
竃
コ
・
冨
蜆
・
ま

　
た
、
非
良
心
性
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
「
依
存
的
な

　
（
害
O
彗
ま
ま
）
」
当
薯
者
が
、
合
理
的
に
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
、

　
あ
る
い
は
自
曲
で
か
つ
十
分
な
情
報
に
基
づ
い
た
同
意
を
な
し
て
い

　
な
い
行
為
あ
る
い
は
条
項
の
執
行
を
無
効
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
説

　
明
し
て
い
る
。
ミ
、
算
3
－
コ
■
；
o
．
し
か
し
、
零
一
巨
冨
｝
は
、
こ

　
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
た

　
め
、
そ
の
主
張
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ

　
う
に
恩
わ
れ
る
。
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（
4
6
）
　
宰
邑
畠
ぎ
｝
§
§
昌
訂
冨
算
卜
㎝
o
1

（
4
7
）
　
但
し
、
か
か
る
社
債
権
者
集
会
の
規
制
方
法
に
つ
い
て
は
近
時

　
異
論
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
藤
困
友
敬
「
社
債
権
者
集
会
と
多
数
決

　
に
よ
る
社
債
の
内
容
の
変
更
」
『
鴻
常
夫
先
生
古
稀
記
念
　
現
代
企

　
業
立
法
の
軌
跡
と
展
望
』
（
平
七
）
二
三
八
頁
以
下
参
照
。

（
4
8
）
　
山
下
・
前
掲
注
（
2
3
）
九
六
頁
、
大
杉
謙
一
「
優
先
株
式
の
法

　
的
問
題
」
『
鴻
常
夫
先
生
古
稀
記
念
現
代
企
業
立
法
の
軌
跡
と
展

　
望
』
（
平
七
）
四
四
頁
等
参
照
。
山
下
教
授
は
著
し
く
不
公
正
な
未

　
払
累
積
分
の
除
去
な
い
し
制
限
は
種
類
株
主
総
会
決
議
の
無
効
原
因

　
と
な
る
ぺ
き
と
し
、
犬
杉
助
教
授
は
合
理
的
な
補
償
を
欠
く
未
払
累

　
積
分
の
除
去
は
、
二
四
七
条
一
項
三
号
に
準
じ
て
種
類
株
主
総
会
決

　
議
の
取
消
事
由
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。

（
4
9
）
　
＞
『
目
o
0
1
｝
①
o
す
戸
O
ぎ
畠
竃
鷺
｝
｛
ミ
、
き
雨
き
｝
⑮
、
Φ
貧
㎞
♀
O
ざ
吻
餉
雨
蜆

　
呉
婁
8
§
o
ミ
雨
；
ξ
o
o
s
o
§
－
耐
o
ぎ
ミ
ミ
』
§
§
軋
§
§
旨
完
6
－

　
§
9
轟
o
§
甘
§
』
s
ミ
』
§
弐
轟
完
＆
雨
§
浸
｝
§
一
卜
鳶
ミ
§
弐
o
彗

　
S
茗
巨
ω
“
S
㌃
｝
轟
、
富
S
、
ミ
o
竈
｝
吻
｛
o
昌
芦
ω
①
O
O
『
目
o
＝
－
．
O
ー
ガ
M
0
1
蜆
o

　
（
冨
9
）
ー
な
お
、
宰
巨
昌
｝
L
§
§
；
8
－
O
～
：
O
↓
P
蜆
ω
．

（
5
0
）
Z
o
8
』
望
§
き
邑
呉
き
ぎ
塞
吻
さ
、
O
o
§
鴬
書
き
轟
ぎ
－

昏
ミ
軌
ω
ぎ
§
ぎ
ミ
雨
；
ぎ
9
§
o
§
膏
完
s
§
§
蒜
ミ
ぎ
奮
一
ω
ω

　
⊂
－
O
プ
ー
F
．
刃
①
く
I
o
メ
ー
o
o
－
－
o
－
（
－
o
①
蜆
）
．

（
5
1
）
宕
雰
『
ξ
ω
．
ω
訂
昌
一
〇
『
！
§
s
奏
Φ
§
ぎ
ぎ
§
§
§
亀
き
雨

薫
§
、
望
o
寒
o
o
ミ
§
o
、
』
ぎ
§
§
§
包
s
ぎ
盲
竃
－
さ
『

　
完
さ
§
一
〇
〇
與
『
α
O
N
O
「
．
宛
①
く
．
－
ω
ω
9
－
ω
蜆
㎝
（
－
o
o
o
o
o
）
1

（
5
2
）
　
米
国
で
株
主
の
権
利
の
変
更
に
お
け
る
買
取
請
求
権
を
認
め
て

　
い
る
州
は
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
な
ど
＝
一
州
に
上
る
。
神
田
秀
樹

　
「
資
本
多
数
決
と
株
主
間
の
利
害
調
整
（
五
・
完
）
」
法
学
協
会
雑
誌

　
九
九
巻
二
号
（
昭
五
七
）
二
四
八
－
二
四
九
頁
参
照
。
学
説
で
も
買

　
取
請
求
権
制
度
に
よ
る
救
済
を
主
張
す
る
見
解
が
散
見
さ
れ
、
特
に

　
ω
8
く
彗
ω
は
、
買
取
請
求
権
制
度
自
体
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
優
先

　
権
の
変
更
に
お
け
る
買
取
請
求
権
に
は
肯
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い

　
る
。
ω
8
く
①
目
ω
一
〇
目
O
o
『
o
o
轟
戊
o
目
閉
蜆
旨
（
M
O
①
P
－
㊤
加
o
）
1
カ
ナ

　
ダ
の
買
取
請
求
権
制
度
に
つ
い
て
は
、
川
島
い
づ
み
「
カ
ナ
ダ
法
に

　
お
け
る
優
先
株
主
の
保
護
」
『
小
室
金
之
助
教
授
還
暦
記
念
現
代
企

　
業
法
の
諸
間
題
』
（
平
八
）
一
〇
七
頁
以
下
参
照
。

（
冊
）
　
ω
3
邑
o
『
L
§
§
昌
宕
9
由
二
寄
べ
－

六
　
結
び
に
代
え
て

　
以
上
よ
り
、
普
通
株
主
と
優
先
株
主
の
利
害
対
立
の
調
整
は
原

則
と
し
て
契
約
の
枠
組
に
お
い
て
な
さ
れ
、
会
社
経
営
者
は
随
時

両
者
の
利
害
の
調
整
を
図
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
優
先
株
主
に
対
す
る
信
認
義
務
の
存
在
を

も
っ
て
会
社
経
営
者
に
複
数
の
利
害
関
係
者
の
利
害
を
調
整
す
る

義
務
を
課
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
支
持
し
得
ず
、

む
し
ろ
か
か
る
義
務
の
履
行
を
求
め
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は

な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
株
主
以
外
の
会
社
利

害
関
係
者
の
保
護
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
護
す
べ
き
範

囲
及
ぴ
保
護
の
方
法
を
合
め
、
な
お
一
層
の
考
察
が
必
要
に
な
る
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と
こ
ろ
で
あ
る
が

本
稿
で
示
し
た
優
先
株
主
と
普
通
株
主
の
利

害
調
整
の
在
り
方
の
検
討
は
、
そ
の
一

る
と
考
え
る
。

つ
の
方
向
性
を
示
し
て
い

一
一
妊
緒
毒
話
一
日
議
一

　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
過
程
）

（
目
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

104




